
　従業員　各位

株式会社テクノコーポレーション

代表取締役　荒木　文子

　　令和5年11月1日付け京都労働局長による是正指導に基づき、

　　下記の通り労使協定を修正しましたのでお知らせ致します。

　 労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づき締結した労使協定において、

一般賃金の算定における退職手当の比較にあたり、第3条（四）・別表1・別表2

に過去の統計の数値を引用しているため、正しい数値を引用し修正した。

以　　上

2023年11月15日

労使協定書の修正について

記


